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【文化庁カリキュラム準拠授業】 

 

 

『自転車に乗ろう』 

 

＜教室活動の目標＞ 

・自転車の交通ルールを理解し安全に乗ることができる 

 

＜教室活動のねらい＞ 

・自転車の交通ルールを理解する 

 

＜教室活動の進め方＞ 

・自転車を使っているかどうかのアンケート 

・ルールについてのアンケートクイズ 

・ことばを整理する 

・イラストをもとに自転車の交通ルールを理解する 

・ルールについてのアンケートクイズの答えを学習者どうしで確認する 

・自転車の交通ルールの詳しい資料を読み合わせる。 
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自転車に乗ろう 
 

自転車に乗っていますか 

 

（  ）よく自転車に乗る。 

 （  ）買い物で 

 （  ）仕事で 

（  ）時々乗ることがある。 

 （  ）買い物で 

 （  ）仕事で 

（  ）乗らない。 

 

自転車に乗るときルールがあります。 

ただしいと思うものは○、まちがっていると思うものは×を。 

（  ）自転車は歩行者と同じ規則
き そ く

が適用
てきよう

される。 

（  ）自転車は原則
げんそく

として自動車と同じ規則
き そ く

が適用
てきよう

される。 

（  ）歩道と車道の区別
く べ つ

のあるところでは車道通行
つうこう

が原則
げんそく

である。 

（  ）自転車は車道の右側を通行
つうこう

してもいい。 

（  ）自転車で歩道を通るとき歩道の真ん中を走ってもいい。 

（  ）自転車も飲酒
いんしゅ

運転は禁止
き ん し

である。 

（  ）携帯
けいたい

電話をかけながら自転車に乗ってもいい。 

（  ）自転車で大人の二人乗りをしてもいい。 

（  ）自転車は信号
しんごう

を守
まも

らなくてもいい。 

（  ）夜間でもライトをつけなくていい。 

（  ）自転車は一時停止
て い し

の標識
ひょうしき

を守らなくてもいい。 

（  ）かさ
・ ・

をさしながら自転車を運転してもいい。 

（  ）かさ
・ ・

を自転車に固定
こ て い

していればかまわない。 

 

資料「自転車安全五則を守りましょう」を読んで、みんなで話し合い、答え合わせをし

てください。「自転車の交通ルール」 
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ことば 

 

道路
ど う ろ

交通法
こうつうほう

    内閣府令
ないかくふれい

 

軽車両
けいしゃりょう

    車
くるま

いす 

車体
しゃたい

     二輪
に り ん

・三輪
さんりん

 

幼児用
ようじよう

座席
ざ せ き

    ブレーキ 

前照
ぜんしょう

灯
とう

    反射
はんしゃ

器材
き ざ い

 

制動
せいどう

装置
そ う ち

    前輪
ぜんりん

・後輪
こうりん

 

障害物
しょうがいぶつ

    右折
う せ つ

・左折
さ せ つ

・直進
ちょくしん

 

道路
ど う ろ

標識
ひょうしき

・標示   一時
い ち

停止
て い し

 

交差点
こうさてん

     停止
て い し

線
せん

 

一旦
いったん

停止
て い し

    見
み

通
とお

し 

信号
しんごう

（機
き

）    対面
たいめん

 

歩
ほ

行者用
こうしゃよう

信号機
しんごうき

   自転車
じてんしゃ

横断帯
おうだんたい

 

車道
しゃどう

・歩道
ほ ど う

    直進車
ちょくしんしゃ

通行帯
つうこうたい

 

車両用
しゃりょうよう

信号機
しんごうき

     

進入
しんにゅう

禁止
き ん し

    一方
いっぽう

通行
つうこう

     

車両
しゃりょう

通行止め
つ う こ う ど め

    自転車
じてんしゃ

通行止め
つ う こ う ど め

 

徐行
じょこう

     一時
い ち じ

停止
て い し

 

歩
ほ

行者
こうしゃ

専用
せんよう

     

 

 

≪参考≫ 

警視庁
けいしちょう

ホームページより 

自転車
じてんしゃ

の交通
こうつう

ルール 

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/rule.htm 

【問合せ先】 

警視庁 交通総務課 交通安全教育企画係 TEL 03-3581-4321（警視庁代表） 

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/rule.htm
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警視庁 ビラ PDF より 

http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/pdf/bicycle_leaflet.pdf 

http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/pdf/bicycle_leaflet.pdf
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警視庁 ビラ PDF より 

http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/pdf/bicycle_leaflet.pdf 

http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/pdf/bicycle_leaflet.pdf
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     自転車
じてんしゃ

も進 入
しんにゅう

できません

（自転車
じてんしゃ

を除
のぞ

く補助
ほじょ

標 識
ひょうしき

が

ある場合
ばあい

を除
のぞ

く。）。 

 自転車
じてんしゃ

も逆 行
ぎゃっこう

できません

（自転車
じてんしゃ

を除
のぞ

く補助
ほじょ

標 識
ひょうしき

が

ある場合
ばあい

を除
のぞ

く。）。 

 自転車
じてんしゃ

を含
ふく

む全
すべ

ての

車 両
しゃりょう

の通行
つうこう

を禁止
きんし

しま

す。 

 

 

 

 

 

     

自転車
じてんしゃ

の通行
つうこう

を禁止
きんし

します。  直
ただ

ちに止
と

まれる速度
そくど

で走行
そうこう

すること（自転車
じてんしゃ

も例外
れいがい

では

ありません。）。 

 必
かなら

ず一時
いちじ

停止
ていし

して左右
さゆう

（周囲
しゅうい

）の安全
あんぜん

を確認
かくにん

し

ます。 

 

 

 

 

 

     

歩
ほ

行者
こうしゃ

だけが通行
つうこう

できる

専用
せんよう

道路
どうろ

です。 

 歩
ほ

行者
こうしゃ

と自転車
じてんしゃ

だけが通行
つうこう

できる専用
せんよう

道路
どうろ

です。 

 自転車
じてんしゃ

が横断
おうだん

するときに

通
とお

る場所
ばしょ

です。 
 

 


